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議案第１０４号

琴浦町一向平キャンプ場条例の一部改正について

別紙のとおり、琴浦町一向平キャンプ場条例の一部を改正することにつ

いて、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項の規定により、

本議会の議決を求める。

令和 ２ 年 ９ 月 ４ 日 提 出

琴 浦 町 長 小 松 弘 明

令和 ２ 年 月 日

琴浦町議会議長 小 椋 正 和
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令和２年琴浦町条例第 号

琴浦町一向平キャンプ場条例の一部を改正する条例

琴浦町一向平キャンプ場条例(平成19年琴浦町条例第７号)の一部を次のよう

に改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。

改正後 改正前

(設置) (設置)

第１条 町民の観光レクリエーション活動

の場を確保し、中山間地域の振興及び町

外からの誘客による観光振興を図るた

め、琴浦町一向平キャンプ場(以下「キャ

ンプ場」という。)を設置する。

第１条 町民の観光レクリエーション活動

の場を確保し、中山間地域の振興と活性

化を図るため、琴浦町一向平キャンプ場

(以下「キャンプ場」という。)を設置す

る。

(管理) (管理)

第４条 町長は、地方自治法(昭和22年法律

第67号)第244条の２第３項の規定に基づ

き町長が指定するもの(以下「指定管理

者」という。)に次に掲げる業務を行わせ

るものとする。

第４条 町長は、地方自治法第244条の２第

３項の規定に基づき町長が指定するもの

(以下「指定管理者」という。)に次に掲

げる業務を行わせるものとする。

(１) キャンプ場の施設及び設備(以下

「施設等」という。)の維持管理に関す

る業務

(１) キャンプ場施設設備の維持管理に

関する業務

(２) 略 (２) 略

(開設期間及び開設時間) (開設期間及び開設時間)

第７条 キャンプ場の開設期間は、通年と

する。

第７条 キャンプ場の開設期間は、毎年４

月１日から11月末日までとする。

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者

は、キャンプ場の管理運営上必要がある

と認めるときは、町長の承認を得て閉鎖

期間を設けることができる。

３ 略 ２ 略
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附 則

この条例は、公布の日から施行する。

(利用の許可) (利用の許可)

第８条 施設等を利用しようとする者は、

指定管理者の許可を受けなければならな

い。許可を受けた事項を変更しようとす

るときも同様とする。

第８条 キャンプ場の施設等を利用しよう

とする者は、指定管理者の許可を受けな

ければならない。許可を受けた事項を変

更しようとするときも同様とする。

２ 指定管理者は、その利用が次の各号の

いずれかに該当する場合を除き、前項の

許可(以下「利用許可」という。)をしな

ければならない。

２ 指定管理者は、その利用が次の各号の

いずれかに該当する場合を除き、前項の

許可(以下「利用許可」という。)をしな

ければならない。

(１) 略 (１) 略

(２) 施設等を毀損し、若しくは汚損し、

又はそのおそれがあると認められると

き。

(２) 施設設備を毀損し、若しくは汚損

し、又はそのおそれがあると認められ

るとき。

(３) 略 (３) 略

(４) 前３号に掲げる場合のほか、キャ

ンプ場の管理上支障があるとき。

(４) 前３号に掲げる場合のほか、キャ

ンプ場の管理上支障があるもの。

３ 略 ３ 略

(行為の制限等) (行為の制限等)

第９条 キャンプ場においては、次に掲げ

る行為をしてはならない。

第９条 キャンプ場においては、次に掲げ

る行為をしてはならない。

(１) 施設等を毀損し、若しくは汚損し、

又はそのおそれのある行為をするこ

と。

(１) 施設設備を毀損し、若しくは汚損

し、又はそのおそれのある行為をする

こと。

(２) 商業、募金その他これらに類する

こと。

(２) 略 (３) 略

２ 略 ２ 略

(損害賠償) (損害賠償)

第 14 条 利用者は、故意又は過失により施

設等を毀損し、又は滅失したときは、そ

れによって生じた損害を賠償しなければ

ならない。

第 14 条 利用者は、故意又は過失によりキ

ャンプ場の施設等を毀損し、又は滅失し

たときは、それによって生じた損害を賠

償しなければならない。


